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1月19日～ 2月13日

「
第
34
次
地
方
制
度
調
査
会
第
１
回
総
会
」に 

松
井
会
長
が
出
席

　

１
月
19
日
、「
第
34
次
地
方
制
度
調
査
会
第
１
回

総
会
」
が
開
催
さ
れ
、
委
員
の
松
井
会
長
が
出
席

し
た
。

　

同
総
会
で
は
、
は
じ
め
に
会
長
、
副
会
長
の
選
任

が
行
わ
れ
、
会
長
に
住
友
林
業
株
式
会
社
代
表
取
締

役
会
長
の
市
川
委
員
が
、
副
会
長
に
慶
應
義
塾
大
学

教
授
の
谷
口
委
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ
れ
た
。

　

次
に
、
欠
席
と
な
っ
た
高
市
・
内
閣
総
理
大
臣
に

代
わ
り
、
木
原
・
内
閣
官
房
長
官
か
ら
「
人
口
減
少

に
よ
り
深
刻
化
す
る
人
材
の
不
足
や
偏
在
、
デ
ジ
タ

ル
技
術
の
進
展
等
の
課
題
に
対
応
し
、
将
来
に
わ
た

り
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
、
持
続
可
能
か
つ
最
適

な
形
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
た
め
、

国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
間
の
役
割
分
担
、
大
都
市

地
域
に
お
け
る
行
政
体
制
そ
の
他
の
必
要
な
地
方
制

度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
調
査
審
議
を
求
め
る
。」と

の
諮
問
が
代
読
さ
れ
、
市
川
会
長
に
手
交
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、
林
・
総
務
大
臣
と
の
懇
談
が
行
わ
れ
、

松
井
会
長
か
ら
、
①
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
間
の

役
割
分
担
に
つ
い
て
、
基
礎
自
治
体
優
先
の
原
則
、

補
完
性
・
近
接
性
の
原
理
を
維
持
し
な
が
ら
、
住
民

に
身
近
な
基
礎
自
治
体
が
、
今
後
、
い
か
に
持
続
可

能
な
形
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
の
か
、

そ
の
在
り
方
を
考
え
る
視
点
が
重
要
で
あ
る
、
②

国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
に
ま
た
が
る
多
く
の
事
務

に
つ
い
て
、「
縦
軸
」と
し
て
最
適
な
事
務
配
分
・
執

行
方
法
等
役
割
分
担
の
在
り
方
を
、
ま
た
、「
横
軸
」

と
し
て
地
域
の
特
性
や
事
務
の
性
質
に
応
じ
た
実
効

的
な
広
域
連
携
の
在
り
方
を
議
論
い
た
だ
き
、
そ
こ

に
デ
ジ
タ
ル
技
術
も
う
ま
く
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
持
続
可
能
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
が
構

築
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
、
③
大
都
市
地
域
に
お

け
る
行
政
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
制

度
の
中
か
ら
適
切
な
制
度
を
選
択
で
き
る
仕
組
み
、

そ
の
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
り
、

予
断
を
持
た
ず
、
闊
達
な
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
す
る
等
の
発
言
を
行
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
今
後
の
運
営
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、

専
門
小
委
員
会
を
設
置
し
て
審
議
を
進
め
る
こ
と
、

運
営
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
等
を
決
定
し
た
。

［
行
政
部
］

全国市長会の 動き
全国市長会ホームページ
（https://www.mayors.or.jp/）
もご参照ください。
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一
般
社
団
法
人
日
本
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ 

協
会
と「
災
害
時
に
お
け
る
連
携
協
力
に 

関
す
る
協
定
」を
締
結

　

１
月
27
日
、
全
国
市
長
会
と
一
般
社
団
法
人
日
本

カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
協
会
は
、
災
害
時
に
お
け
る
被

災
者
等
の
移
動
手
段
の
確
保
に
関
し
、
協
定
を
締
結

し
た
。

　

本
協
定
は
、
被
災
市
等
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、

同
協
会
の
被
災
者
等
に
対
す
る
自
動
車
の
無
償
貸
与

事
業
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
全
国
市
長
会

と
同
協
会
が
連
携
協
力
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た

も
の
。

　

協
定
調
印
式
で
は
、
松
井
会
長
及
び
吉
澤
・
一
般

社
団
法
人
日
本
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
協
会
代
表
理
事

に
よ
る
協
定
書
へ
の
署
名
の
後
、
両
代
表
に
よ
る
あ

い
さ
つ
が
あ
り
、
松
井
会
長
か
ら
は
、
被
災
者
等
の

移
動
手
段
の
確
保
に
よ
り
生
活
再
建
に
取
り
組
め
る

よ
う
に
な
る
た
め
、
被
災
地
の
市
区
長
に
と
っ
て
、

地
域
全
体
の
迅
速
な
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
具
体
的

な
手
段
と
な
る
と
、
本
協
定
の
意
義
等
を
述
べ
た
。

［
行
政
部
］

理
事
・
評
議
員
合
同
会
議
を
開
催

　

1
月
28
日
、
理
事
・
評
議
員
合
同
会
議
を
日
本
都

市
セ
ン
タ
ー
会
館
に
お
い
て
開
催
し
た
。

　

松
井
会
長
か
ら
開
会
あ
い
さ
つ
の
後
、
原
・
総
務

事
務
次
官
か
ら
「
持
続
可
能
な
地
方
行
財
政
の
あ
り

方
」と
題
し
た
講
演
が
行
わ
れ
た
。

　

次
い
で
、
諸
会
議
の
開
催
状
況
等
に
つ
い
て
報
告

を
行
っ
た
後
、「
令
和
８
年
度
全
国
市
長
会
収
支
予

算（
案
）等
」、「
第
96
回
全
国
市
長
会
議（
通
常
総
会
）

開
催
要
領
（
案
）」
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、
こ
れ
ら

を
原
案
の
と
お
り
決
定
し
た
。

［
企
画
調
整
室
］
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協定書を手にする松井会長と吉澤・（一社）日本カーシェアリング協会代表理事

講演を行う原・総務事務次官

開会あいさつを行う松井会長


